
７ 公営企業職員の状況 

 (1) 水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成23年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成24年度 
31,695,369 

千円 

818,592 

千円 

4,588,661 

千円 
14.4％ 18.0％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 614,321 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

Ｂ 

平成24年度 618人 
2,498,954

千円 

882,701 

千円 

987,135 

千円 

4,368,790 

千円 

7,069 

千円 

6,936 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 
 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２５年４月１日現在） 
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

水道事業 43.9歳 392,966円 603,344円 

政令指定都市平均（水道事業） 44.8歳 375,825円 562,520円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５９７，３０６円 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５６８，９４９円 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

 (注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

 



イ 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

区 分 
水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２４年度 

２，６５８万円 

平成２４年度 

２，５５７万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２４年度決算） ３１４，８６３千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ５０９，４８７ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ６１８人 １２％ 

 

  エ 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 

支給総額（平成２４年度決算） ２１，０８４千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ７４，７６７ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） ４４．３% 

手当の種類（手当数） ３種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

作業手当 
  

配管工事員等が当該職務に係る作業に従事したとき
（同日中に従事した作業が作業手当丙額の支給の対象
となるときを除く。）。 

8,050 千円 従事した日１日につき
甲額 ３３０円 

1 水道施設管理課施設維持担当の職員、水運用
センター管理係員、浄水場浄水係員が当該職
務に従事したとき。 

2 水質試験又は水質検査に従事したとき。 
3 配管工事員等及び下水道部職員以外の職員
がずい道坑内又は大口径管内での作業に従事
したとき（同日中に従事した作業が作業手当丙額の
支給の対象となるときを除く。）。 

3,275 千円 従事した日１日につき
乙額 ２８０円 

給水装置センター給水管理係、北部給水管理担当及び高
津・宮前担当並びに配水工事事務所工務係、工事係及び漏
水防止係の土木職の職員又は配管工事員が午後 10 時から
午前 5時までの時間帯のうち 3 時間を超えて屋外作業に従
事したとき（夜勤及び応援勤務として従事したときを除
く。）。 

4,641 千円 従事した日１日につき
丙額 ９９０円 
（土木職の職員につい
ては 
６６０円） 

交替勤務手当 交替制勤務職員 3,446 千円 夜勤 1 回につき ９５
０円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

滞納整理手当 滞納整理のため出張し業務に従事したとき。 1,672 千円 従事した日１日につき
８００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２４年度決算） ２９２，２９２千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ４７２，９６４  円 

支給実績（平成２３年度決算） ３１２，０５１千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４８９，８７７  円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 
との異同 

異なる 
内容 

支給実績 
（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職
員に支給する。 

・配偶者 
15,300 円 

・他の扶養親族 
6,800 円 

・配偶者のない職員の
扶養親族のうち 
 1 人     11,800 円 
・15 歳以上 22歳未満
の加算   5,000 円 

同じ。 ― 96,522 千円 264,444 

円 

住居手当 自ら居住するため
等の住宅を購入又
は借受けている職
員に支給する。 

・持家      7,400 円 
・借家     10,600 円

同じ。 ― 44,095 

千円 

92,637 

円 

通勤手当 通勤のため、交通機
関等を利用しその
運賃等を負担する
ことを常例とする
職員、自動車等を使
用することを常例
とする職員に支給
する。 

・交通機関を利用の場
合は 55,000 円を限
度とし運賃相当額。 
・自動車等を使用の場
合は距離に応じて 
2,200 円～24,500 円 
・併用の場合は 55,0 
00 円を限度とし、両
方を加算した金額。 

同じ。 ― 69,904 

千円 

121,151 

円 

夜間勤務 
手当 

正規の勤務時間と
して、午後10時～翌
日の午前5時まで勤
務する職員に支給
する。 

勤務１時間当たりの
給与額 
×100分の25 
×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 15,589 

千円 

147,064 

円 

管理職手当
（国では
俸給の特
別調整額） 

管理又は監督の地
位にある者に支給
する。 

職位に応じ、規程に定
められた76,900円～
116,000円 

同じ。 ― 28,352 

千円 

1,012,557 

円 



(2) 工業用水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成23年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成24年度 
6,800,558 

千円 

726,806 

千円 

789,642 

千円 
11.6％ 13.6％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 57,078 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成24年度 99人 
412,879 

千円 

136,098 

千円 

162,079 

千円 

711,056 

千円 

7,182 

千円 

6,978 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 
 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２５年４月１日現在） 
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

工業用水道事業 47.5歳 398,146円 602,131円 

政令指定都市平均（工業用水道事業） 45.3歳 386,293円 580,639円 

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

工業用水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，６３７，１６２円 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５６８，９４９円 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

     

 



 イ 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

区 分 
工業用水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２４年度 

２，５３０万円 

平成２４年度 

２，５５７万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２４年度決算） ５１，７６３千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算）     ５２２，８６１ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ９９人 １２％ 

 

  エ 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 

支給総額（平成２４年度決算）                    ３，８８１千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算）                   ７４，６４２ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度）                    ５１．０％ 

手当の種類（手当数） ３種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

作業手当 
  

配管工事員等が当該職務に係る作業に従事したとき
（同日中に従事した作業が作業手当丙額の支給の対
象となるときを除く。）。 

212 千円 従事した日１日につき 
甲額 ３３０円 

1 水道施設管理課施設維持担当の職員、水運
用センター管理係員、浄水場浄水係員が当
該職務に係る作業に従事したとき。 

2 水質試験又は水質検査に従事したとき。 
3 配管工事員等及び下水道部職員以外の職
員がずい道坑内又は大口径管内での作業に
従事したとき（同日中に従事した作業が作業手
当丙額の支給の対象となるときを除く。）。 

2,22１千円 従事した日１日につき 
乙額 ２８０円 

給水装置センター給水管理係、北部給水管理担当及び高
津・宮前担当並びに配水工事事務所工務係、工事係及び
漏水防止係の土木職の職員又は配管工事員が午後 10 時
から午前5時までの時間帯のうち3時間を超えて屋外作
業に従事したとき（夜勤及び応援勤務として従事したと
きを除く。）。 

89 千円 従事した日１日につき 
丙額 ９９０円 
（土木職の職員につい
ては 
６６０円） 

交替勤務手当 交替制勤務職員 1,359 千円 夜勤 1 回につき ９５
０円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

滞納整理手当 滞納整理のため出張し業務に従事したとき。 0千円 従事した日１日につき
８００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２４年度決算） ３７，７２７千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ３８１，０８２ 円 

支給実績（平成２３年度決算） ３６，０７２千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ３７５，７５２ 円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 
との異同 

異なる 
内容 

支給実績 
（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職
員に支給する。 

・配偶者 
15,300 円 

・他の扶養親族 
6,800 円 

・配偶者のない職員の
扶養親族のうち 
 1 人     11,800 円 
・15 歳以上 22歳未満
の加算   5,000 円 

同じ。 ― 12,214千円 239,496 円

住居手当 自ら居住するため
等の住宅を購入又
は借受けている職
員に支給する。 

・持家      7,400 円 
・借家     10,600 円

同じ。 ― 6,684 千円 91,565円

通勤手当 通勤のため、交通機
関等を利用しその
運賃等を負担する
ことを常例とする
職員、自動車等を使
用することを常例
とする職員に支給
する。 

・交通機関を利用の場
合は 55,000 円を限
度とし運賃相当額。 
・自動車等を使用の場
合は距離に応じて 
2,200 円～24,500 円 
・併用の場合は 55,0 
00 円を限度とし、両
方を加算した金額。 

同じ。 ― 11,193千円 128,651 円

夜間勤務 
手当 

正規の勤務時間と
して、午後10時～翌
日の午前5時まで勤
務する職員に支給
する。 

勤務１時間当たりの
給与額 
×100分の25 
×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 6,367 千円 227,407 円

管理職手当
（国では
俸給の特
別調整額） 

管理又は監督の地
位にある者に支給
する。 

職位に応じ、規程に定
められた76,900円～
116,000円 

同じ。 ― 6,267 千円 895,314 円

 



(3) 下水道事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成23年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成24年度 
36,377,648 

千円 

858,206 

千円 

2,698,848 

千円 
7.5％ 9.3％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 690,640 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成24年度  415 人 
1,631,303

千円 

589,977 

千円 

637,481 

千円 

2,858,761 

千円 

6,888 

千円 

6,959 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 
 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２５年４月１日現在） 
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

下水道事業 43.6歳 378,289円 578,075円 

政令指定都市平均（下水道事業） 45.2歳 384,179円 578,377円 

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 

   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

下水道事業 普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５３６，０９９円 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５６８，９４９円 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

     

 



 イ 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

区 分 
下水道事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２４年度 

２，６７６万円 

平成２４年度 

２，５５７万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２４年度決算） ２０６，２７５千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算）      ４９７，０４８ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ４１５人 １２％ 

 

  エ 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 

支給総額（平成２４年度決算） １９，９１９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ９８，１２２円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） ４８．９% 

手当の種類（手当数） ４種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

夜間特殊業務手
当 
 

水処理センター（麻生水処理センターを除く。）の職
員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深
夜において行なわれる設備の保守、管理等にかかわる
緊急の対応の業務に従事したとき。 

296 千円 勤務１回につき 
６５０円 

用地等折衝業務
手当 

下水道部の職員が土地の取得、処分、収用若しくは使
用、支障物等の取得、移転若しくは除去又はこれらに
伴う損失補償等のため出張して行う住民等との折衝
の業務に従事したとき。 

0 千円 従事した日１日につき 
１４０円 

汚泥処理業務等
手当 

入江崎総合スラッジセンター設備係の職員が汚泥等
に接触してその処理を行う業務に従事したとき。 

688 千円 従事した日１日につき 
甲額 ７５０円 

下水道水質課の職員（工場廃水指導の業務に従
事する職員を除く。）又は水処理センター、入
江崎総合スラッジセンター管理係、下水道管理
事務所若しくは下水道事務所管理課の職員が
汚泥等に接触してその処理を行なう業務又は
毒物若しくは劇物を使用した理化学試験若し
くは検査の業務に従事したとき。 

18,912 千円 従事した日１日につき  
乙額 ５００円 

危険作業手当 下水道部の職員が地上又は水面上１０メートル以上の足
場が不安定な箇所において行なう業務に従事したとき。 

0千円 従事した日１日につき 
甲額３００円 



下水道水質課の職員が毒物又は劇物を使用した試験又は
検査の業務に従事したとき（同日中に従事した業務が汚
泥処理業務等手当乙額の支給の対象となるときを除
く。）。 

23 千円 従事した日１日につき  
乙額１４０円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２４年度決算） １７８，５２３千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ４３０，１７５  円 

支給実績（平成２３年度決算） １３５，４９２千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ３４６，５２９  円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 
との異同 

異なる 
内容 

支給実績 
（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職
員に支給する。 

・配偶者 
15,300 円 

・他の扶養親族 
6,800 円 

・配偶者のない職員の
扶養親族のうち 
 1 人     11,800 円 
・15 歳以上 22歳未満
の加算   5,000 円 

同じ。 ― 56,103 

千円 

249,348 

円 

住居手当 自ら居住するため
等の住宅を購入又
は借受けている職
員に支給する。 

・持家      7,400 円 
・借家     10,600 円

同じ。 ― 28,486 

千円 

92,788 

円 

通勤手当 通勤のため、交通機
関等を利用しその
運賃等を負担する
ことを常例とする
職員、自動車等を使
用することを常例
とする職員に支給
する。 

・交通機関を利用の場
合は 55,000 円を限
度とし運賃相当額。 
・自動車等を使用の場
合は距離に応じて 
2,200 円～24,500 円 
・併用の場合は 55,0 
00 円を限度とし、両
方を加算した金額。 

同じ。 ― 55,827 

千円 

140,977 

円 

夜間勤務 
手当 

正規の勤務時間と
して、午後10時～翌
日の午前5時まで勤
務する職員に支給
する。 

勤務１時間当たりの
給与額 
×100分の25 
×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 13,292 

千円 

217,901 

円 

管理職手当
（国では
俸給の特
別調整額） 

管理又は監督の地
位にある者に支給
する。 

職位に応じ、規程に定
められた76,900円～
116,000円 

同じ。 ― 31,552 

千円 

1,017,793 

円 

 



(4) 自動車運送事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成23年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成24年度 
9,158,541 

千円 

▲55,599 

千円 

4,171,270 

千円 

45.5 

％ 

48.8 

％ 

     

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成24年度 
524 

人 

2,063,063 

千円 

1,284,478 

千円 

823,729 

千円 

4,171,270 

千円 

7,960 

千円 

7,172 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

    イ 特記事項 

    なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２５年４月１日現在） 
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

自動車運送事業 47.4歳 391,055円 519,777円 

政令指定都市平均（バス事業） 46.7歳 361,500円 598,090円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

（うちバス事業運転手） 

区  分 

公 務 員 民  間 参 考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（Ａ） 

対応する民間の 

類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

川崎市 48.5 歳 381 人 386,333円 513,501円 営業用バス運転手 47.3歳 450,791円 1.14 

政令指定都市平均 47.0 歳 446 人 353,230円 591,031円 ― ― ― ― 

 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民 間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

川崎市 6,162,012円 5,409,492円 1.14 

（注１） 民間データは、「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを使用していま

す。（平成２１～２３年の３ケ年平均） 

（注２） 民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 

（注３） 平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

（注４） 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均月収額を１

２倍した試算値です。 



 

  ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

自動車運送事業  普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５７２，００１円 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５６８，９４９円 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～ 

       １５％に相当する額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

      

イ 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

区 分 
自動車運送事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２４年度 

２，０１３万円 

平成２４年度 

２，５５７万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 24年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２４年度決算） ２６２，８１９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ５０１，５６２ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％ ５２４人 １２％ 

 

 エ 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 

支給総額（平成２４年度決算） １５，３０７千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ４１，２７４ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） ７３．４７% 

手当の種類（手当数） １種類 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

左記職員に対する支給

単価 

中休手当 常時乗合自動車に乗務する職員 中休勤務に従事し

たとき 

15,307千円 １０分につき２５円 

 

  オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２４年度決算） ７８４，４８８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） １，４９７，１１４ 円 

支給実績（平成２３年度決算） ７２６，８１２千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） １，３６１，０６９ 円 

   （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

    カ その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 
との異同 

異なる 
内容 

支給実績 
（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

扶養手当 扶養親族のある職
員に支給する。 

・配偶者 
15,300 円 

・他の扶養親族 
6,800 円 

・配偶者のない職員の
扶養親族のうち 
 1 人     11,800 円 
・15 歳以上 22歳未満
の加算   5,000 円 

同じ。 ― 108,061千円 206,224円 

住居手当 自ら居住するため
等の住宅を購入又
は借受けている職
員に支給する。 

・持家   7,400 円 
・借家   10,600 円 

同じ。 ― 44,346千円 84,630円 

通勤手当 通勤のため、交通機
関等を利用しその
運賃等を負担する
ことを常例とする
職員、自動車等を使
用することを常例
とする職員に支給
する。 

・交通機関を利用の場
合は 55,000 円を限
度とし運賃相当額。 
・自動車等を使用の場
合は距離に応じて
2,200 円～24,500 円 
・併用の場合は
55,000 円を限度と
し、両方を加算した
金額。 

同じ。 ― 30,591千円 58,380円 

夜間勤務 
手当 

正規の勤務時間と
して、午後10時～翌
日の午前5時まで勤
務する職員に支給
する。 

勤務１時間当たりの
給与額 
×100分の25 
×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 19,846千円 37,875円 

管理職手当
（国では
俸給の特
別調整額） 

管理又は監督の地
位にある者に支給
する。 

職位に応じて、 
77,300円～116,000円 
 

同じ。 ― 19,020千円 1,056,667円 

 



(5) 病院事業 

   ① 職員給与費の状況 

    ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

 

職員給与費 

  

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成23年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成24年度 
31,280,824 

千円 

▲1,116,093 

千円 

11,843,072 

千円 

37.8 

％ 

30.0 

％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 65,142 千円を含みません。 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

 

 

 

(参考) 

政令指定都市平均 

一人当たり給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成24年度 1,260人 
4,557,755

千円

2,976,727

千円

1,827,257 

千円

9,361,739 

千円

7,430 

千円

7,563 

千円 

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

 

    イ 特記事項 
   なし 

 

   ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２５年４月１日現在） 
 職種 平均年齢 基本給 平均月収額 

病 

院 

事 

業 

医師 42.6歳 526,505円 1,561,564円 

看護師 36.0歳 308,441円 541,207円 

事務職員 41.8歳 388,131円 739,752円 

政都 

令市 

指平 

定均 

医師 44.6歳 552,901円 1,380,781円 

看護師 38.0歳 305,276円 499,876円 

事務職員 42.1歳 382,081円 624,604円 

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

 



   ③ 職員の手当の状況 

     ア 期末手当・勤勉手当 

病院事業  普通会計関係 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，４０４，７８７円 

１人当たり平均支給額（平成２４年度） 

１，５６８，９４９円 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）   （0.65 月分） 

（平成２４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.35 月分 

（1.45 月分）    （0.65 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

 

イ 退職手当（平成２５年４月１日現在） 

区 分 
病院事業 普通会計関係 

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 

支給率 

勤続２０年 ２１．５月 ３３．００月 ２１．５月 ３３．００月 

勤続２５年 ３３．５月 ４５．５０月 ３３．５月 ４５．５０月 

勤続３５年 ４７．７５月 ５９．２８月 ４７．７５月 ５９．２８月 

最高限度額 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 ５９．２８月 

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。 

定年・勧奨退職した職員 

一人当たりの平均支給額 

平成２４年度 

２，５９９万円 

平成２４年度 

２，５５７万円 
（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、２４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

 

    ウ 地域手当（平成２５年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２４年度決算） ５９０，１９９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ４６０，０１５ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

川崎市 １２％（医師以外） 

１５％（医師、 

    歯科医師） 

1,106人 

 178人 

 

１２％ 

 



  エ 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在） 

支給総額（平成２４年度決算） ３５７，２６９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） ４２９，９２７ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） ６５．９５% 

手当の種類（手当数） ５種類 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

医務等従事手当 (1) 病院に勤務する助産師及び看護師(准看護師を
含む。以下同じ。) 

357,269千円 月額８，０００円 

(2) 病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及
び視能訓練士並びに社会福祉職及び心理職の
うち医療社会事業の業務に従事する職員 

 月額２，０００円 

夜間看護手当 病院に勤務する助産
師及び看護師 

正規の勤務時間の一
部又は全部が深夜に
おいて行われる看護
等の業務に従事した
とき。 

 勤務１回につき 
３，６００円～７，２０
０円 

感染症病原体接触
手当 

医師 感染症病棟患者の診
療の業務又は感染症
の病原体により汚染
され、又は汚染され
た疑いがある検体の
試験若しくは検査の
業務 

 従事した日１日につき 
１４０円 
ただし、１回の勤務が２
暦日にわたる場合のう
ち従事した日の勤務時
間が２時間未満のとき
は、支給しない 

看護師 感染症病棟患者の看
護業務 

 

臨床検査技師 感染症の病原体によ
り汚染され、又は汚
染された疑いがある
検体の試験若しくは
検査の業務又は当該
試験若しくは検査に
おいて使用した器具
の洗浄の業務 

 

臨床工学技士 感染症病棟患者の診
療等に使用する生命
管理維持装置の操作
等の業務 

 

ハウスキーパー 
及び用務員 

感染症の病原体によ
り汚染され、若しく
は汚染された疑いが
ある検体の試験若し
くは検査において使
用した器具の洗浄の
業務又は感染症病棟
内の清掃若しくは感
染症病棟患者の着衣
類若しくは汚物の消
毒の業務 

 

精神病患者等入院業
務手当 

精神病患者等の入
院のための移送業
務に従事する者 

精神病患者等の入院
ための移送業務 

 １件につき１４０円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 
左記職員に対する支給

単価 

放射線接触手当 放射線を人体に照射
する業務等に従事す
る者 

放射線を人体に照射す
る業務等 

 従事した日１日につき 
２５０円。 
ただし、１回の勤務が２
暦日にわたる場合のう
ち従事した日の勤務時
間が２時間未満のとき
は、支給しない。 

 

  オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２４年度決算） １，１９７，７７４千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） １，１３１，０４２ 円 

支給実績（平成２３年度決算） １，１６４，７９６千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） １，１０４，０７２ 円 

      （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

カ その他の手当（平成２５年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 
との異同 

異なる 
内容 

支給実績 
（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

初任給 
調整手当 

採用による欠員の補
充が困難と認められ
る職で川崎市病院局
企業職員初任給調整
手当支給規程に定め
る者に支給する。 

306,000 円の範囲内 
 

異なる。 期間及
び月額 

378,630 千円 2,227,237 円 

扶養手当 扶養親族のある職員
に支給する。 

・配偶者 
15,300 円 

・他の扶養親族 
6,800 円 

・配偶者のない職員の扶
養親族のうち 
 1 人       11,800 円 
・15 歳以上 22 歳未満の
加算      5,000 円 

同じ。 ― 69,544千円 233,368円 

住居手当 自ら居住するため等
の住宅を購入又は借
受けている職員に支
給する。 

・持家       7,400 円 
・借家      10,600 円 

同じ。 ― 81,169千円 105,551円 

通勤手当 通勤のため、交通機
関等を利用しその運
賃等を負担すること
を常例とする職員、
自動車等を使用する
ことを常例とする職
員に支給する。 

・交通機関を利用の場合
は 55,000 円を限度とし
運賃相当額。 
・自動車等を使用の場合
は距離に応じて 
2,200 円～24,500 円 
・併用の場合は 55,0 00
円を限度とし、両方を加
算した金額。 

同じ。 ― 123,769千円 112,928円 



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職 
との異同 

異なる 
内容 

支給実績 
（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 

（ 平 成 2 ４ 年 度 決 算 ） 

夜間勤務 
手当 

正規の勤務時間とし
て、午後10時から翌
日の午前5時までの
間に勤務する職員に
支給する。 

勤務１時間当たりの給与額 
×100分の25 
×勤務時間（実働時間） 

同じ。 ― 119,254千円 179,329円 

宿日直 
手当 

宿日直をした場合に
支給する。 

・勤務１回につき 
6,000 円 

・5時間以下の勤務は 
3,000 円 

同じ。 ― 7,159千円 188,400円 

管理職手当
（国では
俸給の特
別調整額） 

管理又は監督の地位
にある者に支給す
る。 

職位に応じて、 
76,900円～145,100円 

同じ。 ― 56,659千円 1,133,176円 

管理職員
特別勤務
手当 

管理職手当の支給を
受けている職員が、
週休日等に臨時又は
緊急の必要等により
勤務した場合に支給
する。 

役職・勤務時間等に応じて
8,000 円～12,000 円 
（ただし、勤務時間が4
時間以下の場合は 
その金額に100分の50を、
6時間を超える場合は100
分の150を乗じて得た額） 

同じ。 ― 0千円 0円 

 


